
 

千葉県農業用用排水施設における外来水生植物防除事業実施要領 

 

第１ 事業の目的 

ナガエツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイ又はオオフサモ等の外来水生植物は印旛沼

流域の他、手賀沼流域をはじめ、両総用水受益地、君津管内など、県内の広い範囲で確認さ

れている。 

これらの外来水生植物は、農業用用水ポンプ稼働時に取水口に大量に流れ着き、ポンプの

給水を阻害し、動作不良が生じている。また、水田に侵入し、防除への費用・労力等の負担

が生じている。 

排水においても同様に排水ポンプの動作不良が生じ、駆除等に伴う施設の維持管理の負担

が増加している。 

そこで、農業用用排水施設の管理者である土地改良区や市町村等が効率的な駆除等を実施

し、農業用用排水施設の保全と適切な維持管理に努めていく。 

 

第２ 事業の内容 

  外来水生植物の被害及び拡散のおそれのある土地改良区等が管理する農業用用排水施設

において、外来水生植物の駆除等が必要である経費を支援することとする。 

 

第３ 事業実施主体 

本事業の事業実施主体は、外来水生植物の被害及び拡散のおそれのある農業用用排水施設

を所有又は管理する土地改良区、市町村、その他知事が必要と認める者とする。 

 

第４ 事業対象施設 

本事業の対象施設は、外来水生植物の被害及び拡散のおそれのある土地改良区等が管理す

る農業用用排水施設とする。 

 

第５ 交付要件 

事業実施主体が他の助成により事業を実施中又は既に終了しているものは、本事業の対象

とすることはできない。 

  

第６ 事業費の低減 

  事業実施主体は、本事業を実施する地域の実情に鑑み、事業費の低減が図られるよう努め

るとともに、契約の手続等の公平性及び透明性を確保するものとする。 

 

第７ 事業の実施 

 １ 実施計画の作成 

事業実施主体は、外来水生植物防除事業補助金交付申請書及び実施計画書（別記第１号

様式）を作成し、知事に提出するものとする。 

 ２ 実施計画の承認・助成 

知事は、提出のあつた実施計画の内容を審査し適正と認められる場合は、予算の範囲内

で本事業の対象経費につき、事業実施主体に助成するものとする。 



 

 

 ３ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は、単年度で完了することを原則とする。 

 

第８ 事業の適正な執行の確保 

 １ 事業実施主体は、県、地域の関係機関等と協力し、この事業を推進するものとする。 

２ 県は、事業実施主体に対し、本事業の実施等に係る資料の提出を求めることができるこ

ととし、必要に応じて、指導、助言、調査等を行うことができるものとする。 

 

第９ 事業の着手 

  事業の着手は、原則として、補助金交付決定に基づき行うものとする 

 

第１０ 実績報告 

 １ 事業実施主体は、事業が完了したときは、実績報告書を作成し、知事に提出するものと

する。実績報告書は次に掲げる書類を作成するものとする。 

（１） 外来水生植物防除事業実績報告書 

（２） 実施報告書（別記第２号様式） 

（３） 活動記録写真 

 

第１１ 事業実施基準等 

 １ 補助事業の優先順位 

   補助の対象となる事業については、申請があつた際の優先順位を次に掲げる順位とする。 

（１） 農業用用排水路に繁茂する外来水生植物を駆除する事業 

（２） 用排水機場に繁茂する外来水生植物を駆除する事業 

（３） 用水機場に繁茂する外来水生植物を防除する事業 

 ２ 事業費の積算及び業者選定 

（１） 事業費の積算のうち、駆除費に処分費を含んでおり、処分先までの運搬費について

も定率補助費用に含むものとする。 

（２） 農業事務所は、事業実施主体が請負施行により駆除作業を実施する場合は、複数の

業者による見積もり合わせ等により施行業者を選定するよう指導するものとする。 

  

第１３ その他 

この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項は、知事が別に定める。 

 

 
別表１（第７関係） 

事業実施計画の重要変更事項 
１ 事業の中止又は廃止 
２ 事業費の２０％を超える増減 

 
 



 

別 記 

第１号様式 

（第７の１） 

第２号様式 

（第１０） 

 

 










